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5 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

※ICT　Information	and	Communications	Technologyの略。コンピューターや情報通信
ネットワークなど情報通信技術のこと。

※高度情報基盤　情報ネットワークの高度化を実現するための設備やシステム。

※マイナンバー　国民の利便性、行政事務の効率化、公平な各給付の確保のため、
社会保障、税及び災害対策の手続きに使われる、国民一人ひとりが持つ12桁の番号。

施　　　策

5 － 1  地域情報化の推進
現状と課題

インターネットの通信基盤は、I
※

CT（情報通信技術）の革新的な進歩により、ケーブルテレ
ビ等の有線網、WiMAX等の無線網などのネットワークの多様化、シームレス化が進み、い
つでも、どこでも、誰もが快適にブロードバンドサービスを利用できるユビキタスネットワー
ク環境の整備が進んでいます。

こうした中、本市では、さらなる高
※

度情報基盤の整備に取り組みながら、情報分野におけ
る市民サービスの向上、行政事務の効率化に加えて、インターネットや携帯端末向けのコン
テンツの拡充を図るなど、新しい通信媒体を通じて情報を発信する取組が必要となっています。

また、個人情報の漏えいやネット犯罪の増加などの新たな問題への対応とともに、マ
※

イナ
ンバーの利用開始に向けさらなる情報セキュリティ対策が求められています。

教育分野においては、本市では情報化社会に対応できる子どもを育成するため、小・中学
校のパソコン教室には児童生徒一人あたり1台のパソコンを設置するなど、早くから情報通
信機器の導入を進めています。

今後は、これらの情報通信機器を有効に活用し、児童生徒の情報活用能力のさらなる向上
を図ることが必要となっています。

施策の基本方針
行政における情報システムの整備を進めるとともに、誰もが快適に利用できるユビキタ

スネットワークを利用した行政サービスの向上に努めます。
また、ICT（情報通信技術）の利活用を推進するため、小・中学校における情報教育環境の

整備や情報教育の推進を図るとともに、セキュリティ対策に努めます。

市民満足度指標

市民満足度指標 実績（平成22年） 実績（平成26年） 目標（平成32年）

「身近にインターネットなど必要な情報を入手するため
の情報通信環境が整っている」と思う市民の割合 30% 36% 50%

目標指標

目　標　指　標 実績（平成21年度） 実績（平成26年度） 目標（平成32年度）

防府市ホームページアクセス回数（年間） — 4,117,000回 4,500,000回
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●施策の展開  ①電子市役所の推進  ②ICT（情報通信技術）利活用の推進

※電子市役所　市民の利便性の向上、行政の簡素化・効率化、透明性の向上に資す
るため、インターネットなどのICTを活用した市役所の行政運営を図ること。

※行政情報システム　行政事務処理の電子化、行政情報のデータベース化を図り、
情報の共有化、市民サービスの向上、事務処理の向上を目指すシステム。

※オープンデータ　国や地方公共団体等が保有する膨大なデータ（ビッグデータ）に
ついて、機械判読に適したデータ形式として公開し、営利目的も含めた二次的利用を促し、
透明性・信頼性の向上や経済活性化等を目指す取組のこと。

※クラウド・コンピューティング　情報システムを利用する企業や個人が、ネッ
トワーク経由で、ハードウェアやソフトウェアなどをサービスとして利用できる形態。

5-1

地域情報化の推進

【施策の展開】
①電

※

子市役所の推進
行
※

政情報システムの充実や情報セキュリティ対策の強化を図るとともに、いつでも、どこでも、
誰でも気軽に利用できる情報通信システムの整備を進めます。
＜主な取組＞◆オ

※
ープンデータの推進　◆ユビキタス環境の充実　◆ク

※
ラウド・コンピューティングへの対応

②I
※

CT（情報通信技術）利活用の推進
小・中学校における情報教育環境の整備や教職員の指導力向上を図るとともに、情報安全知識

の習得やモラルの周知など情報教育を推進します。
また、学校教育、生涯学習講座などを通じて、個人情報保護や情報漏えい防止などのセキュリ

ティ対策の重要性について啓発に努めます。
＜主な取組＞◆情報教育環境の充実　◆小・中学校での情報教育の推進　◆教職員の情報教育の指導力向上	

◆個人情報保護等セキュリティ対策の啓発
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5 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

※都市計画道路　国道、県道、市道などの道路のうち、都市の基盤的施設として都
市計画法（都市の健全な発展等を目的とする法律）に基づき都市計画決定した道路。

※重要港湾三田尻中関港　「重要港湾」は、港湾法による港湾の一区分で、102港
が指定されている。三田尻中関港はそのうちのひとつで、三田尻港と中関港を総称して
おり、山口県が管理している。

施　　　策

5 － 2  広域交通ネットワークの整備
現状と課題

生活圏の広域化や物流交通の増大が進む中で、広域交通を支える国道、県道、都
※

市計画道
路などの幹線道路は、日常生活、経済活動に欠くことのできないものとなっており、救急活
動等においても重要な役割を担っています。

本市においても、市内外や周辺都市への円滑なアクセスを支える幹線道路の利用は増大し
ていますが、都市計画道路の整備率は、53%（平成26年度末）にとどまっているのが現状です。

また、国道2号では、富海地区、大道地区や沖高井交差点、佐野交差点などで慢性的な交
通渋滞が発生しており、旧国道2号から臨海部の工業地帯へ通じる県道防府環状線において
も交通量が増加しています。

こうした交通渋滞の解消と、スムーズで利便性の高い交通網の整備が求められている中、
広域交通動向を見据えた総合的な取組が必要となっています。

一方、海上交通の要衝である重
※

要港湾三田尻中関港については、近年は自動車関連産業な
どに支えられ産業拠点港湾として利用されてきましたが、今後、一層の発展を目指していく
ためには、港湾施設や周辺道路の整備に努めるとともに、港を活用したにぎわい空間の創出
など、広域交流の促進を図っていくことが必要です。

施策の基本方針
広域交通体系のさらなる充実を図るため、国道や県道の整備促進、都市計画道路の早期整

備に努めます。
また、海上交通については、国・県の関係機関や港湾関係事業者と連携し、港湾施設の整

備を促進するとともに、周辺道路網の整備に努め、海陸一体の広域交通ネットワークの充実
を図ります。

市民満足度指標

市民満足度指標 実績（平成22年） 実績（平成26年） 目標（平成32年）

「市中心部や周辺都市へ快適にアクセスできる幹線道路
網が整っている」と思う市民の割合 50% 57% 70%

目標指標

目　標　指　標 実績（平成21年度） 実績（平成26年度） 目標（平成32年度）

都市計画道路の整備進捗率 52% 53% 56%
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●施策の展開  ①国道・県道の整備促進  ②都市計画道路の整備  ③港湾の整備促進

※三田尻中関港港湾計画　重要港湾三田尻中関港における、物流、交流、環境、
安全の4つの機能を融合させた活力と魅力のあるみなとを目指すために策定された平成
30年代前半を目標年次とする山口県の港湾計画。

※みなとオアシス　国土交通省の各地方整備局により登録された、「みなと」に関
する交流施設・旅客ターミナル・緑地・マリーナなどを活用した交流拠点・地区の愛称名。

5-2

広域交通ネットワークの整備

【施策の展開】
①国道・県道の整備促進

市内外や周辺都市への快適なアクセスの実現に向け、富海、大道地区の国道2号の拡幅改良（4
車線化）及び沖高井交差点、佐野交差点の立体交差化や、県道防府環状線の国道2号への早期接
続など、国・県に対して積極的に要望を行い、国道・県道の安全確保と渋滞解消に努めます。
＜主な取組＞◆国道の整備促進　◆県道の整備促進

②都市計画道路の整備
将来の広域交通体系を見据え、都

※

市計画道路網の見直しなどを行うとともに、主要な計画道路
について整備を進めます。
＜主な取組＞◆都市計画道路の整備

③港湾の整備促進
重
※

要港湾三田尻中関港の港湾施設の整備促進とともに、臨海部における交通体系の再編、強化
に努めます。

また、「三
※

田尻中関港港湾計画」に基づき、交流拠点としての整備を進めるとともに、防災拠
点としての機能充実に努めるなど、港湾施設の幅広い利用を促進します。
＜主な取組＞◆港湾施設の整備促進　◆港湾施設の利用促進　◆「み

※
なとオアシス三田尻」の活用

重要港湾三田尻中関港
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5 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

※生活交通システム　通勤、通学、買物などに一般的に利用され、一度に多くの人
を運べる公共交通機関（路線バス、鉄道など）を機能させる体系、仕組み。

施　　　策

5 － 3  生活交通の充実
現状と課題

日常生活における交通網の根幹を支える生活道路は、近年ではライフスタイルの多様化に
より、自転車や健康維持のためのウォーキングなど、幅広く利用されています。

こうした中、本市においても、生活道路における安全性や利便性のさらなる向上が望まれ
ており、市民生活における優先度を適正に判断しながら道路改良を進めるとともに、維持管
理体制の強化を図っていくことが必要となっています。

防府駅周辺を中心に設置されている駐車場・駐輪場については、平常時の需要には対応で
きていますが、イベント時の状況なども含め、引き続き需要動向に注視しながら駐車・駐輪
機能を確保していくことが重要です。さらに、駐輪場における放置自転車への対策も大きな
課題となっています。

路線バスなどの生活交通については、自家用車の普及などにより、長期にわたる利用者の
減少で取り巻く環境は厳しい状況にありますが、高齢化の進行や環境保全意識の高揚などか
らその必要性は高まっており、事業者や関係機関との連携を一層強め、持続可能な生活交通
を構築することが必要となっています。

また、野島の住民にとって日常生活における唯一の移動及び生活物資の輸送手段である離
島航路は、今後も安定した運航の維持が求められています。

施策の基本方針
生活道路の新設や改良、安全施設の整備を進め、市民生活のさらなる利便性向上と歩行者

などにやさしい安全な道路環境づくりに努めます。
駐車場・駐輪場については、防府駅周辺の都市機能の維持、増進を図るため、需要動向に

配慮して整備を進めます。
また、路線バスなどの生活交通の利便性向上と利用促進を図るとともに、総合的な生

※

活交
通システムの充実に努めます。

さらに、野島の住民にとって日常生活における唯一の移動手段である離島航路の安定的な
確保を図ります。

市民満足度指標

市民満足度指標 実績（平成22年） 実績（平成26年） 目標（平成32年）

「安全に通行できる生活道路が整備されている」と思う
市民の割合 43% 51% 65%

「通勤や通学、買い物のための公共交通機関が整ってい
る」と思う市民の割合 27% 38% 50%

目標指標

目　標　指　標 実績（平成21年度） 実績（平成26年度） 目標（平成32年度）

市道の改良率 69% 72% 74%
路線バス（市内で完結する系統）利用者数（年間） 420,000人 306,000人 330,000人
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●施策の展開  
①生活道路の整備  ②駐車場・駐輪場の整備  
③生活交通システムの充実  ④離島航路の確保

※バリアフリー　子どもから高齢者や障害者など、あらゆる人々が、社会生活に参
加し行動するうえで、妨げとなっている様々な障壁（バリア）を取り除くこと。

5-3

生活交通の充実

【施策の展開】
①生活道路の整備

日常生活の利便性向上に向けた道路の新設改良を計画的に進めるとともに、既存道路の迅速か
つ的確な維持補修を行い、良好な生活道路を維持します。

また、歩道内の障害物の撤去や段差解消など、安全性を考慮した道路整備に努め、歩行者や自
転車にやさしい安全な道路環境を確保します。
＜主な取組＞◆道路、橋りょうの新設改良　◆生活道路の維持補修　◆人にやさしい道路環境整備

②駐車場・駐輪場の整備
市中心部へのアクセス向上に向け、既存施設の有効利用など、需要動向に配慮して駐車・駐輪

機能の充実に努めます。また、利用者モラルの向上を図ります。
＜主な取組＞◆駐車場の整備促進　◆駐輪場の整備促進　◆放置自転車対策の推進

③生
※

活交通システムの充実
情報提供の充実や利用啓発イベントの実施など路線バス等の生活交通の利便性向上、利用促進

を図るとともに、既存の路線バスを補完するコミュニティバスや乗合タクシーなど新たな交通サー
ビスの導入を進めます。

また、JR山陽本線の利便性を高めるため、関係機関と連携し、運行ダイヤの充実や駅のバ
※

リ
アフリー化などを促進します。
＜主な取組＞◆路線バスの活性化　◆新たな交通サービス導入　◆鉄道の利便性向上

④離島航路の確保
三田尻～野島間を運航している野島海運の経営の安定化を図り、離島航路を安定的に維持しま

す。
＜主な取組＞◆経営の安定化

関連計画
・第2次防府市生活交通活性化計画（H26年度～H32年度）〔総合政策課〕

離島航路（定期船「レインボーあかね」）
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5 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

※市街化区域　すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的か
つ計画的に市街化をはかるべき区域。

施　　　策

5 － 4  上下水道の整備
現状と課題

本市の上水道の普及率は、92.0%（平成26年度末：専用水道を含まない。）であり、市民生活
のみならず、産業経済活動を支えるライフラインとしても重要な役割を果たしていますが、
近年、少子高齢化などにともなう人口減少、節水機器の普及、環境との共生意識の高揚といっ
た諸要因により、その需要は減少傾向にあります。

今後の水道事業の運営は厳しくなると予測されており、「防府市水道ビジョン」に基づき、
計画的かつ効率的な投資と徹底した経費削減に努め、財政基盤の強化を図りながら、水質の
向上、施設の耐震化や老朽化対策、未給水区域の解消などに取り組んでいくことが重要です。

一方、下水道については、市民が衛生的で快適な生活を営むための根幹的施設として、そ
の整備を推進していますが、事業着手から50年以上経過した下水道施設の老朽化が進んでおり、
今後は、適正な維持管理を行うとともに、計画的な改築や更新を行う必要があります。

また、本市の面する瀬戸内海は、水質汚濁が進行しやすい閉鎖性水域であるため、的確な
下水処理を行い、安定した放流水質を維持していくことが必要です。

施策の基本方針
上水道については、運営基盤を強化し、安心・快適な給水を確保しながら、サービスの向上、

災害対策や環境対策の強化に努めます。
また、下水道については、市

※

街化区域内における早期の整備を目標とし、下水道の普及促
進に努めるとともに、汚水管渠及び施設の維持、強化と安定した放流水質の維持を図ります。

市民満足度指標

市民満足度指標 実績（平成22年） 実績（平成26年） 目標（平成32年）

「おいしい水が安定的に供給されている」と思う市民の
割合 67% 77% 80%

目標指標

目　標　指　標 実績（平成21年度） 実績（平成26年度） 目標（平成32年度）

上水道地震対策3指標
（基幹管路・浄水施設・配水池耐震化率：100%換算） 59% 61% 63%

公共下水道整備率 72% 78% 100%
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●施策の展開  
①上水道の整備  ②上水道施設の維持・強化  ③下水道の整備  
④下水道施設の維持・強化  ⑤運営基盤の強化とお客様サービスの向上

※高度浄水処理施設　通常の浄水（ろ過）処理では十分な対応ができない溶解性物質
の除去を主な目的とした処理施設。

5-4

上下水道の整備

【施策の展開】
①上水道の整備

上水道未整備区域において、配水管の布設を計画的に進め、普及率の向上を図ります。
＜主な取組＞◆未給水区域への配水管整備

②上水道施設の維持・強化
佐波川伏流水を原水とする水源地に高

※

度浄水処理施設を整備し水質維持を図るとともに、水質
監視装置や施設監視装置を所要箇所に設置し監視体制の強化を図り、安全でおいしい水道水の安
定供給に努めます。

また、老朽化した配水管や施設は、耐震資材や省エネ機器により計画的に更新し、水道システ
ムの総合的な安全性向上と水資源の有効利用を図ります。
＜主な取組＞◆高度浄水処理施設の整備　◆水質・施設監視装置の整備　◆施設の耐震化の推進	

◆省エネルギー対策の充実

③下水道の整備
市
※

街化区域において、汚水管渠や中継ポンプ場などを整備し、普及率の向上を図ります。
また、雨天時に未処理の下水が放流される合流式の下水道の改善対策を推進するとともに、浄

化センターの適切な運転管理により安定した放流水質の維持を図ります。
＜主な取組＞◆下水道の整備、普及　◆合流式下水道の改善　◆放流水質の適正管理

④下水道施設の維持・強化
浄化センターなどの適切な運転管理のため、民間委託業務の内容の充実を図るとともに、監督

体制を強化し、施設の適正な維持管理を行います。また、汚水管渠及び下水道施設の定期的な点
検、補修を行うとともに、計画的な更新及び耐震化を進め、長寿命化を図ります。
＜主な取組＞◆施設の維持管理　◆汚水管渠及び施設の改築更新　◆施設の耐震化の推進　◆長寿命化対策の推進

⑤運営基盤の強化とお客様サービスの向上
効率的事業運営に努め、健全経営を維持することで、財政基盤の強化を図るとともに、お客様

ニーズの把握に努め、サービスの充実を図ります。
＜主な取組＞◆健全経営の維持　◆お客様サービスの充実

関連計画
・防府市水道ビジョン（H22年度～H31年度）〔上下水道局〕
・防府市公共下水道事業計画（H26年度～H32年度）〔上下水道局〕
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5 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

※バリアフリー　子どもから高齢者や障害者など、あらゆる人々が、社会生活に参
加し行動するうえで、妨げとなっている様々な障壁（バリア）を取り除くこと。

※人口集中地区　1k㎡あたりの人口密度4,000人以上の区域に隣接し、5,000人以上
を有する区域。

施　　　策

5 － 5  住宅・住環境の整備
現状と課題

住宅は、個人や家庭の生活基盤であるとともに、豊かで潤いのある地域社会の重要な構成
要素となるものです。

近年は、少子高齢化が急速に進行する中、高齢化などに対応した居住環境の確保を図るこ
とが重要となっています。

本市の市営住宅においても、高齢者世帯に配慮した住宅の供給が求められており、バ
※

リア
フリー化された良質な公営住宅を確保するとともに、建替えに際しては福祉施策と連携した
取組などを推進していく必要があります。

居住水準の向上においては、住宅を取り巻く環境の果たす役割が大きく、安全性、快適性、
利便性に配慮した住環境の整備が求められています。

また、全国的に管理が行き届かない空き家が社会問題化しており、本市においても例外で
はなく、空き家の適正管理の推進とともに利活用なども含めた総合的かつ計画的な対策が求
められています。

住居表示については、緊急時の迅速な情報伝達など市民生活の利便性向上につながるもの
として、10次にわたり、1,512ha（平成26年度末）を実施しています。

施策の基本方針
多様化する居住ニーズに対応した市営住宅の建替えや改善を進めるとともに、住宅や空き

家に関する相談への適切な指導・助言や狭あい道路の解消に努めるなど、住環境の向上を図
ります。

市民生活の利便性向上を図る住居表示については、人
※

口集中地区を基本として、計画的な
実施に努めます。

市民満足度指標

市民満足度指標 実績（平成22年） 実績（平成26年） 目標（平成32年）

「良好な住環境が整備されている」と思う市民の割合 45% 62% 75%

目標指標

目　標　指　標 実績（平成21年度） 実績（平成26年度） 目標（平成32年度）

市営住宅建替棟数（延べ数） 1棟 2棟 3棟
住宅・建築物耐震化診断等申請件数（年間） 3件 15件 30件
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●施策の展開  ①良質な公営住宅の提供  ②住環境の向上  ③住居表示の実施

※長期優良住宅　長期にわたって良好な状態で循環利用できる質の高い住宅のこと。
住宅を長期にわたり使用することにより、解体などにともなう廃棄物の排出の抑制や環
境への負荷の低減を図るとともに、建替え費用等の削減により、住宅に対する負担を軽
減することができる。

5-5

住宅・住環境の整備

【施策の展開】
①良質な公営住宅の提供

「防府市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、老朽化した市営住宅の計画的な建替えや改善を
進め、公営住宅の質的水準の維持、向上を図ります。
＜主な取組＞◆公営住宅の計画的な建替え　◆公営住宅の維持管理

②住環境の向上
住宅のバ

※

リアフリー化や耐震化など、住宅改修に関する相談への適切な指導、助言を行うとと
もに、建築行為に対する中間・完了検査などを実施します。

また、災害時などにも迅速な対応ができるよう、狭あい道路に面する住宅地の立地環境の改善
を図ります。

空き家については、管理不全な空き家の発生予防、解消などの対策を、所有者への支援や関係
機関との連携により推進します。
＜主な取組＞◆高齢者対応住宅の建設促進　◆長

※
期優良住宅の普及促進　◆住宅・建築物の耐震化の促進	

◆適正な建築指導　◆狭あい道路の拡幅整備　◆空き家の適正な管理指導

③住居表示の実施
住居表示については、最新の国勢調査における人

※

口集中地区を基本とし、住民の理解と協力を
得ながら、計画的な実施に努めます。
＜主な取組＞◆住居表示台帳の整備　◆住居表示の実施

関連計画
・防府市住宅マスタープラン（期間なし）〔建築課〕
・防府市公営住宅等長寿命化計画（H24年度～H33年度）〔建築課〕
・第2次防府市耐震改修促進計画（H27年度～H32年度）〔建築課〕
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5 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

※景観行政団体　景観法に基づき、地域における景観行政を一元的に担う主体のこと。
都道府県、政令市と中核市は、自動的に景観行政団体となるが、その他市町村は、都道
府県知事との協議により景観行政団体になることができる。

※防府市景観条例　景観法の施行に関し、本市にふさわしい良好な景観を形成し個
性的で魅力あるまちづくりを推進するために必要な事項を定めた条例。

施　　　策

5 － 6  景観の保全・形成
現状と課題

都市における景観とは、本来その地域が持つ自然や由緒ある建造物、史跡・名勝などの歴
史的・文化的遺産に大きく依存するものですが、都市化の進展や経済を優先した画一的な市
街地開発、調和を欠く建造物や屋外広告物などにより、それぞれのまちが有する固有の都市
イメージが全国的に失われつつあります。

平成16年には、景観に関する総合的な法律として「景観法」が制定され、人々の価値観も
心の豊かさが重視される時代へと変化してきている中、自然的環境や景観の保全と創出に関
する意識は高まっており、積極的な住民参画のもと、いかにして地域の個性を活かした景観
形成を進めるかということが大きな課題となっています。

本市は、平成20年に地域の景観行政を一元的に担う景
※

観行政団体になっており、平成25年
6月には「防

※

府市景観条例」、「防府市景観計画」を施行し、周辺環境との調和がとれた美し
い景観の保全・形成を進めていますが、これまで以上に、市民・事業者・行政の協働による
取組が求められています。

施策の基本方針
景観への市民意識の高揚を図りながら、親しまれてきた自然や街並み、建造物を保存する

とともに、地域特性を活かした都市景観の形成に努めます。

市民満足度指標

市民満足度指標 実績（平成22年） 実績（平成26年） 目標（平成32年）

「美しい景観やまちなみが数多く残されている」と思う
市民の割合 35% 46% 60%

目標指標

目　標　指　標 実績（平成21年度） 実績（平成26年度） 目標（平成32年度）

景観形成整備地区数（延べ数） 1地区 1地区 2地区
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●施策の展開  ①景観保全意識の高揚  ②景観の整備

※都市計画道路　国道、県道、市道などの道路のうち、都市の基盤的施設として都
市計画法（都市の健全な発展等を目的とする法律）に基づき都市計画決定した道路。

5-6

景観の保全・形成

【施策の展開】
①景観保全意識の高揚

良好な都市景観の形成に貢献している建築物や空間に対して、関係者を表彰するなど景観に対
する市民意識の高揚を図ります。
＜主な取組＞◆景観意識の啓発

②景観の整備
市民団体などと連携し、自然や街並み、建造物の保存に努めます。
また、駅周辺や都

※

市計画道路を中心とした街路樹整備、宮市・三田尻地区等の歴史的文化資産
周辺での景観に配慮した整備など、調和のとれた都市整備を進め、美しい景観の形成を図ります。
＜主な取組＞◆都市景観の保全　◆都市景観の形成　◆佐波川水辺空間の整備

関連計画
・防府市景観計画（期間なし）〔都市計画課〕
・防府市都市サイン基本計画（期間なし）〔都市計画課〕
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5 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

※公共施設　公会堂、体育館、公民館など広く市民が利用するための施設。

施　　　策

5 － 7  公園・緑地の整備
現状と課題

公園は、誰もが利用できる潤いと安らぎの空間であるとともに、スポーツ・レクリエーショ
ンに活用されるなど多様な機能を有し、災害時の避難場所としても重要な役割を果たしてい
ます。

本市においても、市民の生活環境の充実を図るため、公園に対する多様なニーズへの対応
に努めていますが、公園の多くが昭和40～50年代に設置されていることから、遊具やフェン
スなどの老朽化が進んでおり、安全性を重視したきめ細かな施設の維持管理が必要となって
います。

また、公園内の除草、清掃などについては、地域住民などの協力のもと、管理体制の充実
を図っていく必要があります。

緑化の推進については、環境問題への関心が高まる中、積極的な啓発活動に努め、公
※

共施
設の緑化にとどまらない市民総参加の緑化活動を進めることが必要です。

施策の基本方針
潤いと安らぎの空間を目指した公園整備を進めるとともに、地域と連携した公園･緑地の維

持管理に努めます。
また、緑化に対する市民意識の高揚を図りながら、緑化活動への市民参加を促進し、緑化

の推進に努めます。

市民満足度指標

市民満足度指標 実績（平成22年） 実績（平成26年） 目標（平成32年）

「利用しやすく、安らげる公園や緑地が整備されている」
と思う市民の割合 26% 36% 50%

目標指標

目　標　指　標 実績（平成21年度） 実績（平成26年度） 目標（平成32年度）

複合遊具設置公園数（延べ数） 4か所 6か所 11か所
記念植樹本数（延べ数） 1,040本 1,365本 1,600本
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●施策の展開  ①都市公園・緑地の整備  ②緑化の推進

5-7

公園・緑地の整備

【施策の展開】
①都市公園･緑地の整備

地域ニーズに対応した公園・緑地の施設整備を行います。
維持管理については、専門業者による定期点検と自主点検により、早期の修繕に努めるととも

に、地元自治会による清掃など管理体制の充実を図ります。
＜主な取組＞◆公園施設の整備　◆地域住民などによる維持管理の推進

②緑化の推進
春・秋の緑化推進活動及び記念植樹、苗木の無償配布などにより、市民総参加による緑化活動

を推進します。
また、緑花祭の開催、花壇コンクールや緑化ポスターコンクールの実施などにより、緑化意識

の啓発を行います。
＜主な取組＞◆緑化活動の推進　◆緑化意識の啓発

関連計画
・防府市緑の基本計画（H11年～H32年）〔都市計画課〕
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5 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり

※都市計画区域　市街地から郊外の農地や山林の田園地域にいたるまで、人や物の
動き、都市の発展の見通し、地形などからみて、一体の都市としてとらえる必要がある
区域。

※市街化区域　すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的か
つ計画的に市街化をはかるべき区域。

※市街化調整区域　都市計画区域内において、市街化を抑制する区域。

※開発許可制度　都市計画区域と都市計画区域外における、それぞれの目的に即し
た開発行為や建築行為等について、防府市長が許可する制度。

※法定外公共物　道路法、河川法、その他の法令が適用または準用されない道路、
水路等で、市が所有するもの。道路は「赤線」、水路は「青線」ともいわれる。

※国土調査事業10箇年計画　国土の総合的な開発及びその利用に役立たせるため、
国土交通大臣が緊急に国土調査を実施する必要があると認める地域について、10年間に
実施すべき国土調査事業に関する計画。

施　　　策

5 － 8  適正な土地利用の推進
現状と課題

本市では、計画的で秩序ある市街化を進めるため、小野、野島地域を除く区域を都
※

市計画
区域とし、市

※

街化区域と市
※

街化調整区域を区分する区域区分（線引き）を定めていますが、近
年は「都市計画法」の改正にともなう開

※

発許可制度の制限の緩和により、市街化区域に隣接
する市街化調整区域で宅地化が進んでいます。一方、旧来の市街地などでは、道路が狭いこ
となどにより、利用が困難な土地も多く、これらの土地の有効活用が求められています。今後、
市街化区域では、計画的かつ効率的な土地利用のための基盤整備を図ることが重要であり、
市街化調整区域では、必要な施設の整備、保全に努めながら、地域にあったゆとりある土地
利用を図っていくことが重要となります。

また、平成16年度に国から無償譲与された法
※

定外公共物については、これらの用地を適正
に管理していく必要があります。

土地の詳細情報を明確化する地籍調査については、本市は平野部の調査を、おおむね完了
しています。現在は山林部の調査を実施しており、一筆地調査の業務委託を行うなど省力化
を図っていますが、近年、山林部の境界熟知者の減少により筆界情報の把握が困難となって
います。早期の事業完了を目指すために、関係地権者及び関係機関との協力体制を強化し、
入手可能な情報や資料により的確な土地の境界確認を進めることが重要となっています。

施策の基本方針
現状に即した区域区分（線引き）において、適正な制限に基づいた計画的な市街化を進める

など、土地の有効利用に努めます。
また、さまざまな分野で活用される土地情報を明確にするため、「第6次国

※

土調査事業10箇
年計画（平成22年度～平成31年度）」に基づき、地籍調査を計画的に実施します。

市民満足度指標

市民満足度指標 実績（平成22年） 実績（平成26年） 目標（平成32年）

「計画的な市街化や農地の保全などそれぞれの地域にあっ
た土地の整備・活用が進んでいる」と思う市民の割合 17% 26% 40%

目標指標

目　標　指　標 実績（平成21年度） 実績（平成26年度） 目標（平成32年度）

地籍調査進捗率 69% 73% 87%
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●施策の展開  ①土地利用の適正化  ②地籍調査の推進

5-8

適正な土地利用の推進

【施策の展開】
①土地利用の適正化

市
※

街化区域については、未利用地の有効利用を促進します。市
※

街化調整区域については、自然
環境の保全の観点から、開

※

発許可制度との調整を図りながら、調和のとれた土地利用を促進しま
す。

また、法
※

定外公共物の適正な管理に努めます。
＜主な取組＞◆土地利用規制の適正化　◆法定外公共物の適正管理

②地籍調査の推進
土地の境界、形状、地積などを明確にする地籍調査を計画的に実施し、一筆地調査の外部委託

の導入など、調査の効率化を図ります。
未調査地区については、筆界情報の収集、保全に努めます。

＜主な取組＞◆地籍図・地籍簿の整備

関連計画
・防府市の都市計画に関する基本的な方針（H11年～H32年）〔都市計画課〕



基　本　計　画

100

大綱5 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり
リーディング事業【32 ～ 39】

施策5－1　地域情報化の推進
リーディング事業32 庁内ネットワーク環境の整備及び住民利用の推進
【ポイント】

情報システムの安定運用を行うための庁内ネットワーク環境の整備、個人番号による窓口サー
ビスの効率化やデータのオープン化による公共データの利用促進に取り組みます。

取組項目 工程表
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

① 庁内ネットワーク環境の整備 システムの運用及びセキュリティの強化

② 個人番号を利用した窓口サービスの
効率化 個人番号（マ

※
イナンバー）カード普及の促進

③ 公共データのオープン化 オ
※
ープンデータの拡充

施策5－2　広域交通ネットワークの整備
リーディング事業33 物流拠点港湾の機能強化
【ポイント】

港湾物流の効率化を図るため、物流拠点港湾の施設整備や道路網の整備等を促進します。

取組項目 工程表
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

① 重
※

要港湾三田尻中関港の港湾施設の整備
促進

コンテナターミナルの再編整備・岸壁の改良・にぎわい空間の創
出等

② 県道防府環状線の整備促進 港湾施設へのアクセス向上

施策5－3　生活交通の充実
リーディング事業34 地域の実情に即した交通サービスの導入推進
【ポイント】

交通不便地域の解消を図るため、地域の実情や住民のニーズを把握しながら、交通サービ
スの充実に取り組みます。

取組項目 工程表
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

① 周辺地域における新たな交通サービス導
入の本格実施

切畑デ
※
マンドタクシーの充実

地元協議の継続、新たな交通サービスの導入検討、交通サービス
の充実

② 交通不便地域（市周辺部以外）における交通
サービスの充実 交通不便地域の分析、地元協議、交通サービスの検討・導入

※マイナンバー　国民の利便性、行政事務の効率化、公平な各給付の確保のため、
社会保障、税及び災害対策の手続きに使われる、国民一人ひとりが持つ12桁の番号。

※オープンデータ　国や地方公共団体等が保有する膨大なデータ（ビッグデータ）に
ついて、機械判読に適したデータ形式として公開し、営利目的も含めた二次的利用を促し、
透明性・信頼性の向上や経済活性化等を目指す取組のこと。

※重要港湾三田尻中関港　「重要港湾」は、港湾法による港湾の一区分で、102港
が指定されている。三田尻中関港はそのうちのひとつで、三田尻港と中関港を総称して
おり、山口県が管理している。

※デマンドタクシー　タクシー車両を利用して、利用者から予約があった場合のみ
運行する乗合タクシーのこと。
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施策5－4　上下水道の整備
リーディング事業35 下水道の整備推進と施設の改築更新
【ポイント】

市
※

街化区域内の下水道整備を推進するとともに、老朽化した浄化センターや汚水管渠の計
画的な改築更新及び耐震化を推進します。

取組項目 工程表
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

① 下水道の整備推進と施設の改築更新 下水道処理人口普及率の向上、改築更新及び耐震化の推進

施策5－5　住宅・住環境の整備
リーディング事業36 総合的な空き家対策の推進
【ポイント】

社会情勢の変化にともない、空き家が年々増加する中、その適正管理と利活用を図るために、
総合的な空き家対策を推進します。

取組項目 工程表
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

① 管理不全な空家等の適切な指導等 特
※
定空家等の適切な指導、特定空家等にならないための適正管理

の周知

② 空家等対策協議会を中心とした総合的
かつ計画的な空家等対策 計画策定 空家等対策の総合的かつ計画的な実施

施策5－6　景観の保全・形成
リーディング事業37 都市景観の整備の推進
【ポイント】

景観を守り、育て、活かし、魅力ある景観まちづくりを進めるために、景観に対する意識
を高めるとともに、各地域の個性を活かした景観整備を推進します。

取組項目 工程表
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

① 市民意識の醸成 景観賞の継続実施 景観100選の選定

② 宮市・三田尻地区都市再生整備計画の
推進 第2期計画の実施 第3期計画の実施

③ 佐波川新橋地区都市再生整備計画の推進 施設整備の実施、利用促進

※市街化区域　すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的か
つ計画的に市街化をはかるべき区域。

※特定空家等　そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状
態その他の周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある
と認められる空家等。

リーディング事業
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大綱5 都市のうるおいと生活空間の快適さのあるまちづくり
リーディング事業【32 ～ 39】

施策5－7　公園・緑地の整備
リーディング事業38 快適な公園環境の整備
【ポイント】

潤いと安らぎの公園環境を創出するため、計画的な公園整備を進めます。

取組項目 工程表
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

① 計画的な公園整備 遊具の設置、トイレの改修

② 健
※

康器具系施設の公園への設置 向島、桑山公園等の整備

施策5－8　適正な土地利用の推進
リーディング事業39 土地利用の適正化
【ポイント】

市
※

街化調整区域における開発の現状等を分析し、土地利用の適正化を図ります。

取組項目 工程表
28年度 29年度 30年度 31年度 32年度

① 適正な土地利用の誘導 土地利用の分析、土地利用規制の見直しの検討

※健康器具系施設　大人を利用対象とした健康や体力の保持増進など健康運動を目
的に設置する施設。

※市街化調整区域　都市計画区域内において、市街化を抑制する区域。




